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介護保険認定関係資料提供申請書

　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　－　　　　　　　－

　　　明治・大正・昭和

　  　　年　　　  　月　　　　   日

※対象情報の複写は、庁舎内の有料複写機を使用してください。

　□　認定調査票

　□　主治医意見書

　□　二次判定結果

　□　介護(介護予防）サービス計画の作成等のため

　□　介護（介護予防）サービス利用のため

　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

[本人同意欄]　上記資料について、申請者に提供することに同意します。

（介護保険要介護認定・要支援認定申請書又は基本チェックリストに認定関係資料を提供する旨の同意署名がされている場合は、記入不要です。）

　　　　本人署名

    代筆者（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

処　　　　理　　　　欄 二次判定

同　　意 作成依頼確認

あきる野市長　殿
令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

事業所名

住　所

氏　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    介護（介護予防）サービス計画の作成等介護保険事業の適切な運営のため、次のとおり申請します。なお、
提供を受けた資料の取扱いについては、裏面の遵守事項を守り、適正に管理することを約束します。

被保険者  
番      号 0 0 0 0 生年月日

住　所

氏　名

対象情報

申請理由

　認定日（基本チェックリスト実施日）　　　　　　　　　年　　月　　　日

　要介護度等　　要支援１　 要支援２ 　事業対象者

　　　　　　　　　 　要介護１ 　要介護２ 　要介護３ 　要介護４ 　要介護５　

　有効期間　　　　　年　　　月　　　日から　　　年　　　　月　　　　日まで

認定申請 

本　申請
契約　届出

申請者
（窓口に来た方）

対象者



次の事項に反した場合は、以後認定関係資料の提供が受けられなくなります。

（１）　提供を受けた認定関係資料は、被保険者の介護（介護予防）サービス計画の作成等以外の目的
　　　に使用しないこと。

（２）　提供を受けた認定関係資料は、被保険者の文書による同意を得ることなく、被保険者以外の者
　　　に知らせてはならない。        

（３）　提供を受けた居宅介護支援事業者等の職員又は職員であった者が、前２号の行為を行わないよ
　　　う必要な措置を講じること。

（４）　被保険者の同意を得ることなく、提供を受けた認定関係資料の複写又は複製をしないこと。

（５）　提供を受けた認定関係資料は、厳重に管理し、紛失及び破損をしないよう適正な保管に努める
　　　こと。

（６）　被保険者との介護サービス等の提供に係る契約関係が終了した場合等において、提供を受けた
      認定関係資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該認定関係資料（複写又は複製を
      したものを含む。）を責任を持って廃棄すること。

（７）　提供を受けた認定関係資料について、被保険者又は市から提示、廃棄又は返還を求められたと
　　　きは、速やかに応じること。

遵　守　事　項


